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「最低賃金の改定」 
  

令和４年 10 月より最低賃金が上がります。 

  中央最低賃金審議会の決定に基づき、2022 年度の最低賃金を 

  全国平均で３１円を目安に引き上げ、9６１円と決まりました。 

 

  広島県は 930 円となり、10 月 1 日より変更となります。 

 

  ＜月給目安（地域：広島）＞ 

月平均所定労働時間 月額 月平均所定労働時間 月額 

160.0 時間 148,800 円以上 171.0 時間 159,030 円以上 

165.0 時間 153,450 円以上 172.0 時間 159,960 円以上 

170.0 時間 158,100 円以上 173.0 時間 160,890 円以上 

 

 

 

  「 10 月施行のアルコール検知器による飲酒の有無の確認が延期に」 
 

  令和４年１０月からの道路交通法の施行規則の改正で、安全運転管理者に 

 よるアルコール検知器を用いた飲酒の有無の確認について改正施行予定でした 

 が、アルコール検知器の数が足りていないなどの状況から、アルコール検知器 

 を用いた検査の実施義務化は延期となりました。 

 

 なお、４月改正のアルコール検知器を用いない目視等の確認や記録の保管義務 

 については変更ありません。 

 

 ＜目視等で確認とは＞ 

  目視等で確認とは「運転者の顔色」「呼気の臭い」「応答の声の調子」等で確認 

 することをいう。運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰 

の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯

型アルコール検知器を携行させるなどした上で、 

  ① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコー

ル検知器による測定結果を確認する方法 

  ② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の 

声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法 

 などの対面による確認と同視できるような方法が含まれる。 

 

 

 
 

  「 10 月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容について」 
 

     小学校休業等対応助成金・支援金は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕

事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するためのもので、令和４年９月 30 日までの間に取得

した休暇について支援されるものです。同制度について、令和４年 10 月～11 月の内容が厚労省より公表

されました。 

 

     小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主の方向け）は日額上限を引き下げ、小学校休業等対

応支援金（（委託を受けて個人で仕事をする方向け）は支給額を引き下げたうえで、令和 4 年 10 月 1 日

から 11 月末までの間に取得した休暇についても支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               出典：「令和 4 年 10 月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」 
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